
 

※１ コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）とは、学校と地域住民等が力を合わせて

学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有

効な仕組みのことです。学校運営協議会には、主な役割として、校長が作成する学校運営の

基本方針を承認する、学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる、

教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見を述べる

ことができるの３つがあります。 

 

※２ 地域学校協働活動とは、地域の高齢者、保護者、ＰＴＡ、ＮＰＯ、民間企業、団体等の幅

広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、学校を

核とした地域づくりを目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う

様々な活動のことです。活動を通し、子供たちの社会貢献意識、地域への愛着、コミュニケ

ーション力及び学力の向上、教員の地域・社会への理解の促進、地域の教育力の向上、活動

を通じた地域の課題解決や活性化など、子供、学校、地域それぞれに対して様々な効果が期

待できます。 

 

※３ ウェルビーイング（ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ）とは、身体的・精神的・社会的に良い状態に

あることをいいます。短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義など将来にわたる持

続的な幸福を含むものであり、個人のみならず、個人を取り巻く場や地域、社会が持続的に

良い状態であることを含む包括的な概念です。 

   ウェルビーイングの実現とは、多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じるとともに、

地域や社会が幸せや豊かさを感じられるものとなることです。 

 

※４ 「個別最適な学び」と「協働的な学び」については、中央教育審議会の「「令和の日本型

学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、

協働的な学びの実現～（答申）」（令和３年１月 26 日）で次のように示しています。 

「個別最適な学び」とは、「指導の個別化」と「学習の個性化」を学習者（児童生徒）の視

点から整理した概念です。「指導の個別化」とは、教師が支援の必要な子供により重点的な

指導を行うことなどで効果的な指導を実現することや、子供一人一人の特性や学習進度、

学習到達度等に応じ、指導方法・教材や学習時間等の柔軟な提供・設定を行うことであり、

「学習の個性化」とは、子供の興味・関心・キャリア形成の方向性等に応じ、教師が子供

一人一人に応じた学習活動や学習課題に取り組む機会を提供することで、子供自身の学習

が最適となるよう調整することです。 

 

 

 

 



「協働的な学び」とは、探究的な学習や体験活動などを通じ、子供同士で、あるいは地域

の方々をはじめ多様な他者と協働しながら、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、

様々な社会的な変化を乗り越え、持続可能な社会の創り手となることができるよう、必要

な資質・能力を育成する学びのことです。 

 

※５ 「主体的・対話的で深い学び」については、中央教育審議会の「幼稚園、小学校、中学校、

高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」（平

成 28 年 12 月 21 日）で次のように示しています。 

「主体的な学び」とは、学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と

関連付けながら、見通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につ

なげる学びのことです。 

「対話的な学び」とは、子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を

手掛かりに考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める学びのことです。 

「深い学び」とは、習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じ

た「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報

を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創

造したりすることに向かう学びのことです。 

  

 

  

 



                 

 
 

 

 

吉田町民憲章 

 

わたくしたちは、美しい駿河湾にのぞむ、豊かな自然に恵まれた、 

吉田町の町民であることに誇りを持ち、明るく、活力ある町づくり 

をめざして、この憲章を定めます。 

 

１ 水と緑に恵まれた自然を愛し、住みよい町をつくります。  

１ 心と体をきたえ、健康で安心して暮らせる町をつくります。  

１ 働くことによろこびをもち、活気あふれる町をつくります。  

１ 互いに学びあい、教養を深め、高い文化の町をつくります。  

１ 思いやりをもち、あたたかい心のかよう町をつくります。  

 

平成元年 8 月 14 日制定 

 


